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Abstract 

The objective of this study is to create and evaluate “goals in basic attitude to be attained and self-
evaluation ladder of students at a nursing university.” 

In order to create “goals in basic attitude to be attained and self-evaluation ladder of students at a nursing 
university,” 4 main items consisting of “duties/roles,” “self-management,” “communication skills,” “view 
towards nursing and ethical values” were set as well as detailed items indicating specific action targets.  
The students tallied the results of their self-evaluation, analyzed the trends according to the academic year 
and modified the detailed items accordingly. It was found that in the actual implementation, feedback and 
counsel from instructors through interviews were effective and that modifications with consideration to 
social backgrounds were vital. 
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1. 背景 

 

現在、日本においては少子高齢化や医療の高度先進技術

の進化に伴い、看護に対する社会的期待は大きく、看護師

を育成する教育機関はその責務を担っている。そのような

状況の中で、30年前はわずか 10校あまりであった看護大

学は 270 以上にまで急増し、学士課程教育における看護

師育成が進んでいる。 

看護師の学士課程教育では、保健師助産師看護師学校養

成所指定規則の内容を押さえながらも特色のあるカリキ

ュラムを組むことが期待されており、「大学における看護

系人材養成の在り方に関する検討会」は、看護の視点で科

学的探究のできる人材育成、批判的・創造的思考力の醸成、

専門職としての高い倫理性、職業アイデンティティの確立、

研究や臨床で求められる情報収集能力、読解力の養成、自

己を深く振り返る内省、自己洞察能力の強化が求められて

いる１）としている。このように、看護師の学士課程教育に

は、専門的知識・技術にとどまらず、倫理性や職業アイデ

ンティティ、自己洞察力など情意的領域である態度の教育

も欠かせないものとなっている。 

態度教育の基盤ともいえる倫理教育は、第二次世界大戦

後に導入され、その後も時代とともに変化し、カリキュラ

ム改正とともに教育に反映されてきた。田中らは、看護基

礎教育における倫理教育の変遷について調査し、「看護倫

理」という独立した科目がなくなった時代や、看護の倫理

が医の倫理に包含されていた時代、ヒューマンケアが軽ん

じられていた時代などもあったことを報告している２）。そ

のような中で、1986 年には看護学生の態度教育・育成に

ついて雑誌で特集が組まれており、当時の関心の高さがう

かがわれる。当時、近藤は「目標のみあって評価がされて

いない」と課題を指摘し、倫理的な問題や態度について別

の時間で一括して取り組むことを推奨した 3）。現在は、ヒ
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ューマンケアが重視されて「看護倫理学」が発展してきて

おり、田中らは「教科の枠にとらわれず、看護倫理がどの

分野においても看護の中心にあるということを理解して

いくように教育されるようになった」2）と述べている。 

当学科では看護倫理を 2 年後期必修科目としているが、

看護大学生に必要な態度を、科目内にとどめずに総合的に

育成・評価できるような体制を作りたいと考え、在学中の

4年間に適用する「看護大学生の基本的態度の到達目標と

自己評価ラダー」を作成した。その作成と評価について報

告する。 

 

2. 目的 

 

本研究の目的は、「看護大学生の基本的態度の到達目標

と自己評価ラダー」（以下、態度ラダーとする）の作成及

び評価をすることである。 

 

3. 方法 

 

3.1. 研究期間 

2020年 4月 1日～2021年 8月 31日 

 

3.2. 当学科の学生支援体制と態度ラダーの位置づけ 

当学科では、クラス担任制度を取り入れており、原則と

して 4 年間同じ教員がクラス担任となり、学生の履修に

関する相談、学生生活全般にかかわる相談に応じており、

前期・後期の開始時、その他必要時に随時、学生との面接

を行っている。また、学年ごとにクラス担任リーダーを置

き、クラス担任を統括している。態度ラダーは、クラス担

任が学生との面接の際に基本的態度育成の指導に活用で

きるよう作成した。 

 

3.3. 態度ラダー作成と評価の手順 

態度ラダーは以下の手順に沿って作成および評価・修正

した。 

①教授会・領域長会議における骨子の作成 

②クラス担任からの意見吸収による細項目の作成 

③態度ラダーの実施と数値化による学生の傾向の把握 

④態度ラダーの細項目の評価と修正 

 

4. 結果 

 

4.1. 態度ラダー骨子および細項目の作成 

最初の態度ラダーは、学科の基本方針である「学年別目

標を設定し育成に取り組む」「行動目標は、各学年の担任

会議で設定し、指導の方向性を統一する」「教員がモデル

となる行動を行い、教員間の連携協調を示していく」「看

護観育成は重要であり、1 年次から取り組む」に基づき、

2020年 4月に教授会・領域長会議で骨子（表 1）を作成し

た。骨子は、全教員から意見吸収した「育成したい学生像」

をもとにボトムアップ形式で整理し、「責任・役割」「セル

フマネジメント」「コミュニケーションスキル」「看護観・

倫理観」を大項目として、学年ごとに到達目標を定めた。 

学年ごとの到達目標は、「責任・役割意識」の項目では、

看護大学生としての自覚が持てる（1 年生）、看護専門職

の倫理性が理解でき行動できる（2 年生）、看護大学生と

して責任ある行動がとれる（3年生）、看護専門職の責任、

役割行動がとれる（4年生）とし、「セルフマネジメント」

では、健康管理ができ履修に支障をきたさない（1年生）、

ルール、約束を厳守し倫理的行動がとれる（2 年生）、ス

トレスコーピングをポジティブに行い物事に取り組める

（3年生）、看護職に必要な自己コントロールができる（4

年生）とし、「コミュニケーションスキル」では、対人的

マナーの基本に基づいた行動がとれる（1 年生）、アウト

プットコミュニケーションインプットコミュニケーショ

ンができる（2 年生）、学生間、関係者間での情報共有が

できる（3年生）、学生間、関係者間での連携・協調ができ

相互啓発ができる（4 年生）とし、「看護観・倫理観」で

は、看護の機能や役割が明確にできる（1 年生）、看護職

に必要な資質や能力が明確にできる（2 年生）、看護実践

における看護職の役割責任が明確にできる（3年生）、目 

表 1. 態度ラダーの骨子 

大項目 1年生 2年生 3年生 4年生 

責任・役割意識 
■看護大学生としての自覚が

もてる。 

■看護専門職の倫理性が理解

でき行動できる。 

■看護大学生として責任ある

行動がとれる。 

■看護専門職の責任、役割行

動がとれる。 

セルフマネジメント 

■健康管理ができ履修に支障

をきたさない。 

■ルール、約束を厳守し倫理

的行動がとれる。 

■ストレスコーピングをポジ

ティブに行い物事に取り組め

る。 

■看護職に必要な自己コント

ロールができる。 

コミュニケーションスキル 

■対人的マナーの基本に基づ

いた行動がとれる。 

■アウトプットコミュニケー

ションインプットコミュニケ

ーションができる。 

■学生間、関係者間での情報

共有ができる。 

■学生間、関係者間での連

携・協調ができ相互啓発がで

きる。 

看護観・倫理観 
■看護の機能や役割が明確に

できる。 

■看護職に必要な資質や能力

が明確にできる。 

■看護実践における看護職の

役割責任が明確にできる。 

■目指す看護師像、自己のキ

ャリア設計が明確にできる。 
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表 2．態度ラダーの細項目（原案） 

 1年生 2年生 3年生 4年生 

責
任
・役
割
意
識 

■看護大学生としての自覚がもてる。 

・看護学生としてふさわしい身だしなみが整えら

れる。 

・時間管理ができる（５分前行動）。 

・規則、期限、マナー、約束を守る。 

・授業の事前学習、授業、課題学習に積極的に

取り組むことができる。 

・学友と協力し学校行事、学内役割活動に参加

できる。 

・報告・連絡・相談ができる。 

・信頼する仲間作りができる。 

■看護専門職の倫理性が理解でき行動で

きる。 

・看護専門職の倫理を表現できる。 

・神奈川工科大学で看護を学ぶ学生として

責任と役割意識をもつことができる。 

・卒業までの目標を定め自己管理しながら

達成に向けて努力できる。 

■看護大学生として責任ある行動がとれる。 

・自分の価値基準と社会の規範やルールに従

って適切に行動できる。 

・⾃ら⽬標をもち、主体的に計画・実⾏・確認を

繰り返 し、新たな課題に挑戦することができる。 

■看護専門職の責任、役割行動がとれる。 

・学生としての受け持ち患者への責任を理

解し行動できる。 

・事象に関わる役割関係を理解し報告・連

絡・相談ができる。 

・神奈川工科大学の学生として責任を持っ

た就職活動ができる。 

・看護研究Ⅱ、国家試験対策などの学習全

般において自身の責任を自覚し、主体的に

行動することができる。 

セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

■健康管理ができ履修に支障をきたさな

い。 

・感染予防策（手洗い、マスク、ソーシャルデ

ィスタンス等）ができる。 

・規則正しい生活（食事・睡眠・活動）ができ

る。 

・履修に専念する環境を作ることができる。

（心身ともに。無理なアルバイトはしない） 

・健康状態の問題について、家族、担任、学

生サポート室などに相談することができる。 

・欠席、遅刻、早退などの自己管理と連絡・

報告ができる。 

■ルール、約束を厳守し倫理的行動がとれ

る。 

・学則や課題を遵守することができる。 

・心身の健康に注意し悪化予防の対処がで

きる。 

■ストレスコーピングをポジティブに行い物事に

取り組める。 

・自己のあり方や価値観を深く洞察し、自己の

課題を明確にできる。 

・問題解決に向けた具体的な解決策を導き出

し、コーピング行動がとれる。コーピング行動；心

身の健康管理含む。 

■看護職に必要な自己コントロールができ

る。 

・感染管理を含め自己の健康管理ができ

る。 

・自己の身体的・精神的特徴を理解し、必

要な対処行動がとれる。 

・自身の評価を客観的に把握し、能力に応

じた方法で計画的に就職活動、看護研究

Ⅱ、国家試験対策に臨むことができる。 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル 

■対人的マナーの基本に基づいた行動がと

れる。 

・情報を正確に理解することができる。 

・TPO にあった挨拶、コミュニケーションがと

れる。 

・分からないことを適切に表現し相談するこ

とができる。 

・５W1H を適切に相手に伝えることができ

る。 

・態度（マナー・身だしなみ・姿勢）に注意し

たコミュニケーションがとれる。 

・報告・連絡・相談ができる。 

■アウトプットコミュニケーション・インプットコ

ミュニケーションができる。 

・相手の意図を正しく理解することができる。 

・困ったときの対処や自己の考えが正しく伝

わるように修得したコミュニケーション技法で

発揮できる。 

・自己のコミュニケーションスタイルを振り返

り改善の努力ができる。 

■学生間、関係者間での情報共有ができる。 

・多様な⽅法で情報収集と⾃⼰表現ができ、他

者との意見交換ができる。 

・グループメンバーと共有した目標の達成に向

けて、継続して協調的な行動がとれる。 

■学生間、関係者間での連携・協調ができ

相互啓発ができる。 

・関わる人と人間関係を築くためのコミュニ

ケーションができる。 

・双方が互いを尊重した上で建設的なコミュ

ニケ―ションを測り、より良い方向性を導くこと

ができる。 

・実習、看護研究Ⅱにおいて、自身および

相手の責任、役割を認識した上で、互いを高

めるためのコミュニケーションをとることができ

る。 

看
護
観
・倫
理
観 

■看護の機能や役割が明確にできる。 

・多領域の知識を看護の学習につなげること

ができる。 

・学生生活を通して看護の感性を磨くことが

できる。 

・理想の看護師像をイメージできる。 

・看護専門科目の内容を理解し、看護の役

割、機能を述べることができる。 

・看護における倫理の重要性が分かる。 

■看護職に必要な資質や能力が明確にで

きる。 

・看護理論からなりたい看護師像のイメージ

を描くことができる。 

・なりたい看護師像に近づくために主体的

に学修計画を立案できる。 

・学生生活の中であるべき自己像を描くこと

ができ評価修正を加えながら計画性をもって

取り組むことができる。 

■看護実践における看護職の役割責任が明確

にできる。 

・看護学 において自分の価値基準をもつこと

ができる。 

・看護専門職として責任を果たすために、学修

を継続する意思を持ち、そのための具体的な方

法が分かる。 

■目指す看護師像、自己のキャリア設計が

明確にできる。 

・他者評価を受け入れ、自己を分析できる。 

・自己のキャリア設計を見据えた就職活動

を行うことができる。 

・自己の能力を客観的に評価し、今後の自

己像をイメージできる。さらに、現在の自己と

将来の自己との乖離を是正するための行動

がとれる。 

・自身の成績や能力を客観的に把握した上

で、自身の希望を明確にし、就職活動を行う

ことができる。 
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表 3. 学年末評価 

  
  

11年年次次目目標標  点点  22年年次次目目標標  点点  33年年次次目目標標  点点  

責責
任任
・・
役役
割割
意意
識識  

■
看
護
大
学
生
と
し
て
の
自
覚
が
も
て
る 

看護学生としてふさわしい身だしなみが整え

られる。 

3.9  

■
看
護
専
門
職
の
倫
理
性
が
理
解
で
き
行
動
が
と
れ
る 

看護専門職の倫理を表現できる。 3.6  

■
看
護
大
学
生
と
し
て
責
任
あ
る
行
動
が
と
れ
る 

自分の価値基準と社会の規範やルー

ルに従って適切に 行動できる。 

（社会規範） 

3.8  

時間管理ができる（5分前行動）。 3.9  神奈川工科大学で看護を学ぶ学生として責任

と役割意識をもつことができる。 

3.3  自分の価値基準と社会の規範やルー

ルに従って適切に行動できる。（感

染防御行動） 

3.9  

規則、期限、マナー、約束を守る。 3.8  卒業までの目標を定め自己管理しながら達成

に向けて努力できる。 

  

3.8  

  

⾃ら⽬標をもち、主体的に計画・実

⾏・確認を繰り返し、新たな課題に

挑戦することがで きる。 

3.6  

授業の事前学習、授業、課題学習に積極的に

取り組むことができる。 

3.7  

学友と協力し学校行事、学内役割活動に参加

できる。 

3.5          

報告・連絡・相談ができる。 3.9          

信頼する仲間作りができる。 3.9          

セセ
ルル
フフ
ママ
ネネ
ジジ
メメ
ンン
トト  

■
健
康
管
理
が
で
き
履
修
に
支
障
を
き
た
さ
な
い 

感染予防（手洗い、マスク、ソーシャルディ

スタンス等）ができる。 

4.0  

■
ル
ー
ル
、
約
束
を
遵
守
し
倫
理
的
行
動
が
と
れ
る 

学則や課題を遵守することができる。 3.0  ■
ス
ト
レ
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
行
い
物
事
に
取
り
組
め
る 

自己のあり方や価値観を深く洞察

し、自己の課題を明確にできる。 

3.7  

規則正しい生活（食事・睡眠・活動）ができ

る。 

3.3  心身の健康に注意し悪化予防の対処ができ

る。 

3.8  問題解決に向けた具体的な解決策を

導き出し、アーサーティブに主張で

きる。 

  

3.4  

履修に専念する環境を作ることができる。

（心身ともに、無理なアルバイトはしない） 

3.8        

健康状態の問題について、家族、担任、学生

サポート室などに相談することができる。 

3.9          

欠席、遅刻、早退などの自己管理と連絡・報

告ができる。 

3.9          

ココ
ミミ
ュュ
ニニ
ケケ
ーー
シシ
ョョ
ンン
スス
キキ
ルル  

■
対
人
的
マ
ナ
ー
の
基
本
に
基
づ
い
た
行
動
が
と
れ
る 

情報を正確に理解することができる。 3.7  

■
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
、
イ
ン
プ
ッ
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る 

相手の意図を正しく理解することができる。 3.7  

■
学
生
間
、
関
係
者
間
で
の
情
報
共
有
が
で
き
る 

多様な⽅法で情報収集と⾃⼰表現が

でき、他者との意見交換ができる。 

3.1  

TPOにあった挨拶、コミュニケーションが

とれる。 

3.8  困ったときの対処や自己の考えが正しく伝わ

るように修得したコミュニケーション技法で

発揮できる。 

3.6  グループメンバーと共有した目標の

達成に向けて、継続して協調的な行

動がとれる。 

3.8  

分からないことを適切に表現し相談すること

ができる。 

3.5  自己のコミュニケーションスタイルを振り返

り改善の努力ができる。 

3.3      

５W１Hを適切に相手に伝えることができ

る。 

3.3  報告・連絡・相談ができる。 3.4      

態度（マナー・身だしなみ・姿勢）に注意し

たコミュニケーションがとれる。 

3.8          

報告・連絡・相談ができる。 3.9          

看看
護護
観観
・・
倫倫
理理
観観  

■
看
護
の
機
能
や
役
割
が
明
確
に
で
き
る 

多領域の知識を看護の学習につなげることが

できる。 

3.2  

■
看
護
師
に
必
要
な
資
質
や
能
力
が
明
確
に
表
現
で
き
る 

看護理論からなりたい看護師像のイメージを

描くことができる。 

3.1  ■
看
護
実
践
に
お
け
る
看
護
職
の
役
割
・
責
任
が
明
確
に
で
き
る 

看護学 において自分の価値基準をも

つことができる。 

3.2  

学生生活を通して看護の感性を磨くことがで

きる。 

3.7  なりたい看護師像に近づくために主体的に学

修計画を立案できる。 

3.6  看護専門職として責任を果たすため

に、学修を継続する意思を持ち、そ

のための具体的な方法が分かる。 

  

3.2  

  

理想の看護師像をイメージできる。 3.5  学生生活の中であるべき自己像を描くことが

でき評価修正を加えながら計画性をもって取

り組むことができる。 

  

3.7  

  

看護専門科目の内容を理解し、看護の役割、

機能を述べることができる。 

3.4      

看護における倫理の重要性が分かる。 3.5          
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表 4.  態度ラダーの細項目（修正後） 

  1年生 2年生 3年生 4年生 

責
任
・
役
割
意
識 

■看護大学生としての自覚がもてる。 

・看護学生としてふさわしい身だしなみが整え

られる。 

・時間管理ができる（５分前行動）。 

・規則、期限、マナー、約束を守る。 

・授業の事前学習、授業、課題学習に積極的に取

り組むことができる。 

・学友と協力し学校行事、学内役割活動に参加で

きる。 

・報告・連絡・相談ができる。 

・信頼する仲間作りができる。 

■看護大学生としての責任・役割を意識

した行動がとれる。 

・看護専門職の倫理に関係する事柄や

行動を具体的に述べることができ、倫

理に沿った実践ができる。 

・神奈川工科大学で看護を学ぶ学生と

しての責任と役割意識をもつことがで

きる。 

・卒業までの目標を定め自己管理しな

がら達成に向けて努力できる。 

■看護大学生としての責任・役割行動が

とれる。 

・自分の価値基準と社会の規範やルー

ルに従って適切に 行動できる。 

・自ら目標をもち、主体的に計画・実

行・確認を繰り返し、新たな課題に挑

戦することができる。 

■看護専門職の責任・役割行動がとれる。 

・事象に関わる役割関係を理解したうえで、報

告・連絡・相談ができる。 

・求められる役割を理解したうえで、主体的に

行動ができる。 

・自身の言動に責任を持ち、誠実に事象に向き

合うことができる。 

・問題・課題に対して当事者意識を持ち、解決

に向けた行動ができる。 

・社会人としての責任・自覚をもって、国家資

格を持つ人としての行動ができる。 

セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

■健康管理ができ履修に支障をきたさない。 

・感染予防策（手洗い、マスク、ソーシャルデ

ィスタンス等）ができる。 

・規則正しい生活（食事・睡眠・活動）ができ

る。 

・履修に専念する環境を作ることができる。（心

身ともに。無理なアルバイトはしない） 

・健康状態の問題について、家族、担任、学生サ

ポート室などに相談することができる。 

・欠席、遅刻、早退などの自己管理と連絡・報告

ができる。 

■ルール、約束を遵守し責任ある行動

がとれる。 

・適切にタイムマネジメントができる。 

・心身の健康に注意し適切な予防行動が

とれる。 

■ストレスコーピングをポジティブに行

い物事に取り組める。 

・自己のあり方や価値観を深く洞察

し、自己の課題を明確にできる。 

・問題解決に向けた具体的な解決策を

導き出し、コーピング行動がとれる。 

コーピング行動；心身の健康管理含

む。 

・課題を遵守しながら自身の健康管理

を行うことができる。 

■看護職に必要な自己コントロールができ

る。 

・課せられた目標（短期・長期）について、

優先順位をつけてスケジュール作成ができ

る。 

・多重課題に対して、時間的な使い方を意識

し、必要なタスクや役割を遂行するために計

画的に行動することができる。 

・健康管理に十分留意し、身体的危機が起こ

らぬよう適切な対処行動がとれる。 

・感情やモチベーションを上手にコントロー

ルすることができる。 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

■対人的マナーの基本に基づいた行動がとれ

る。 

・情報を正確に理解することができる。 

・TPOにあった挨拶、コミュニケーションがと

れる。 

・分からないことを適切に表現し相談すること

ができる。 

・５W1Hを適切に相手に伝えることができる。 

・態度（マナー・身だしなみ・姿勢）に注意し

たコミュニケーションがとれる。 

■アウトプットコミュニケーション、

インプットコミュニケーションができ

る。 

・相手の意図を正しく理解することが

できる。 

・困っていることや不安に思っている

ことを適切に表現し、相談することが

できる。 

・自己のコミュニケーションスタイル

を振り返り改善の努力ができる 

・状況に適した報告・連絡・相談がで

きる。 

■学生間、関係者間での情報共有し目

的に沿った意見交換ができる。 

・多様な方法で情報収集と自己表現が

でき、他者とのコミュニケーションが

とれる。 

・グループメンバーと共有した目標の

達成に向けて、継続して協調的な行動

がとれる。 

・臨地実習における助言・指導を活用

できる。 

■学生間、関係者間での連携、協調ができ相

互啓発ができる。 

・他者とのコミュニケーションを通して自己

理解を深め、自己の特性を明確にできる。 

・互いを尊重した双方向のコミュニケーショ

ンをとることができる。 

・コミュニケーションスキルを意図的に活用

し、人間関係を築くことができる。 

・アサーティブなコミュニケーションで他者

と連携がとれ、相互啓発ができる。 

看
護
観
・
倫
理
観 

■看護の機能や役割が明確にできる。 

・専門基礎科目（形態機能学や感染免疫学な

ど）の知識を看護の学習につなげることができ

る。 

・学生生活を通して看護の感性を磨くことがで

きる。 

・理想の看護師像をイメージできる。 

・看護専門科目の内容を理解し、看護の役割、

機能を述べることができる。 

 ・看護における倫理の重要性が分かる。 

■看護師に必要な資質や能力が明確に

できる。 

・1年から 2年次の学習を踏まえて、

理想の看護師像をイメージできる。 

・なりたい看護師像に近づくために主

体的に学修計画を立案できる。 

・自己の考えや態度を振り返り、評価

修正を加えながら、理想の看護師像に

近づくための取組みができる。 

・看護における倫理の重要性について

認識できる。 

■看護実践における看護職の役割・責

任が明確にできる。 

・看護学 において自分の価値基準を

もつことができる。 

・看護専門職として責任を果たすため

に、学修を継続する意思を持ち、その

ための具体的な方法が分かる。 

・実習などでロールモデルとなった看

護師の姿や臨床の看護実践を体験する

中で、目指す看護師像や看護観を明確

にすることができる。 

■目指す看護師像、自己のキャリア設計が明

確にできる。 

・看護観、目指す看護師像を自分の言葉で熱

意をもち他者に表現することができる。 

・常に対象者を基準に、問題意識をもち倫理

的判断の元行動できる。 

・指導・支援・他者の意見を常に真摯に受け

とめ、前向きに自己成長に取り組める。 

・適正な自己評価の元、将来のキャリア設計

を考え就職（進学）活動ができる。 
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看護大学生の基本的態度の到達目標と自己評価   4年次  

 
学籍番号       氏名            

項目 具体的目標 
9月 ２月 

自己 

評価 

面接時

評価 

自己 

評価 

面接時

評価 

責
任
・
役
割
意
識 

■看護専門職の責任・役割行動がとれる。         

・事象に関わる役割関係を理解したうえで、報告・連絡・相談ができる。         

・求められる役割を理解したうえで、主体的に行動ができる。         

・自身の言動に責任を持ち、誠実に事象に向き合うことができる。         

・問題・課題に対して当事者意識を持ち、解決に向けた行動ができる。         

・社会人としての責任・自覚をもって、国家資格を持つ人としての行動ができる。         

セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

■看護職に必要な自己コントロールができる。         

・課せられた目標（短期・長期）について、優先順位をつけてスケジュール作成ができ
る。 

        

・多重課題に対して、時間的な使い方を意識し、必要なタスクや役割を遂行するために
計画的に行動することができる。 

        

・健康管理に十分留意し、身体的危機が起こらぬよう適切な対処行動がとれる。         

・感情やモチベーションを上手にコントロールすることができる。         

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

■学生間、関係者間での連携、協調ができ相互啓発ができる。         

・他者とのコミュニケーションを通して自己理解を深め、自己の特性を明確にできる。         

・互いを尊重した双方向のコミュニケーションをとることができる。         

・コミュニケーションスキルを意図的に活用し、人間関係を築くことができる。         

・アサーティブなコミュニケーションで他者と連携がとれ、相互啓発ができる。         

看
護
観
・
倫
理
観 

■目指す看護師像、自己のキャリア設計が明確にできる。         

・看護観、目指す看護師像を自分の言葉で熱意をもち他者に表現することができる。         

・常に対象者を基準に、問題意識をもち倫理的判断の元行動できる。         

・指導・支援・他者の意見を常に真摯に受けとめ、前向きに自己成長に取り組める。         

・適正な自己評価の元、将来のキャリア設計を考え就職（進学）活動ができる。         

今年度の自己評価 
 
今後の努力目標 

評価：  A. 到達できた     

 B. まあまあ到達できた     

 C. あまり到達できなかった     

 D. 到達できなかった     

 

図 1．態度ラダー学生用シート 
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指す看護師像、自己のキャリア設計が明確にできる（4年

生）とした。 

その骨子を基に、学生を直接指導しているクラス担任か

ら意見吸収し、細項目（表 2）を作成した。細項目は、学

生の行動目標になるよう「身だしなみが整えられる」「時

間管理ができる」など具体的なものとした。 

態度ラダー作成後、学生が自己評価できるよう、態度ラ

ダー学生用シートを作成した。この学生用シートは、1年

間を通して自己の成長が確認できるよう、年 2回（前期及

び後期終了時）評価ができるようにした。クラス担任から

学生に使用方法を説明し、学生による自己評価を実施して、

面接での学生指導に活用した。 

 

4.2. 態度ラダーの実施と数値化による学生の傾向の把握 

2020年度末に、態度ラダーに基づき学生が自己評価をし

た結果を数値化（各 4 点満点）して学年別(1～3 年次末)

に集計した（表 3）。 

1 年次末の自己評価結果は、「多領域の知識を看護の学

習につなげることができる」（3.2 点）が最も低く、次い

で「規則正しい生活（食事・睡眠・活動）ができる」「5W1H

を適切に相手に伝えることができる」（3.3 点）が低かっ

た。 

2 年次末の自己評価結果は、「学則や課題を遵守するこ

とができる」（3.0 点）、「看護理論からなりたい看護師像

のイメージを描くことができる」（3.1点）が低かった。 

3 年次末の自己評価結果は、「多様な方法で情報収集と

自己表現ができ、他者との意見交換ができる」（3.1 点）、

「看護学において自分の価値基準をもつことができる」

（3.2点）、「看護専門職として責任を果たすために、学修

を継続する意思をもち、そのための具体的な方法がわかる」

（3.2点）が低かった。 

どの学年においても、看護観・倫理観について点数の低

い項目が見られた。 

 

4.3. 態度ラダーの細項目の評価と修正 

上記の各学年の集計結果について、クラス担任による評

価を行った。1年生の目標の「多領域の知識を看護の学習

につなげることができる」では、1年次は基礎的な学習が

多く、多領域の知識を看護の学習につなげるのは難しいの

ではないかとの意見があり、目標を絞り「専門基礎科目（形

態機能学や感染免疫学など）の知識を看護の学習につなげ

ることができる」と、より具体的な表記に修正することに

した。 

また、「規則正しい生活」については、新型コロナウイル

ス感染症によるパンデミック（以下、コロナ禍）でオンラ

イン授業から大学生活がスタートし、生活リズムの乱れに

つながったと評価し、2年次の細項目に「適切にタイムマ

ネジメントができる」を追加することにした。 

2年生は、「学則や課題を遵守することができる」の点数

が低く、学習態度の表れと考えられるが、「看護理論から

なりたい看護師像のイメージを描くことができる」の点数

も低いことから、なりたい看護師像がぼやけていることが

影響していると評価された。そのため、「実習などでロー

ルモデルとなった看護師の姿や臨床の看護実践を体験す

る中で、目指す看護師像や看護観を明確にすることができ

る」を 3年次の細項目に追加することにした。 

3年生は、「多様な方法で情報収集と自己表現ができ、他

者との意見交換ができる」「看護学において自分の価値基

準をもつことができる」「看護専門職として責任を果たす

ために、学修を継続する意思をもち、そのための具体的な

方法がわかる」の点数が低いことから、自己の価値基準を

もち、意見交換することや、看護職の責務を明確にするこ

とができていないことがわかった。コロナ禍において臨地

実習が少なくなり、緊張感をもって意見交換をする場が少

なかったことが影響していると評価された。4年次は「看

護観、目指す看護師像を自分の言葉で熱意をもち他者に表

現することができる」「常に対象者を基準に、問題意識を

もち倫理的判断の元行動できる」「指導・支援・他者の意

見を常に真摯に受けとめ、前向きに自己成長に取り組める」

を細項目にいれて、看護観・倫理観を強化する方針とした。 

その他、表現および大項目ごとに学年の細項目の整合性

を見直し、態度ラダーの修正を行った（表４）。また、当

初は学生による自己評価のみを行っていたが、面接時にこ

の態度ラダーを用いて指導を行っていることから、態度ラ

ダー学生用シート（図１）に教員による「面接時評価」の

欄も設け、年度初めに学生に提示し、年 2回評価を行うこ

とにした。 

 

5. 考察 

 

5.1. 態度ラダーの効果的な運用のあり方 

今回、態度ラダーを作成し、授業科目外での学生の態度育

成を試みた。先に示した通り、当学科では、原則として 4

年間を通して同じ教員が担任となるシステムを組んでい

る。これを活用して、指導を継続して行うことができる。

また、各学年にはリーダーがおり、複数の教員による指導

体制をとることも可能である。このような指導体制の下、

態度ラダーを効果的に活用するには、どのような運用が望

ましいのか考察したい。 

金城 4）は、看護系大学生が認識する教育学習環境のシビ

リティに関する論文の中で、学生は［学べる環境の具備］

［意思や価値観の尊重］［成長過程の共有］［関係性の拡充］

をシビリティと捉えるとし、特に［関係性の拡充］では教

員の教育的配慮や助言からシビリティを認識すると述べ

ている。また、教員と学生間のコミュニケーションを円滑

にするフィードバックや声掛けは［成長過程の共有］をも

たらすとしている。この研究は講義、演習、臨地実習を想

定した調査であるが、クラス担任の面接においても、態度

ラダーを活用することでフィードバックや助言の機会を

提供し、教育的配慮や助言を促進することができる。シー

トに面接時評価の欄を設けたことも意義が大きい。これに

より、学生がシビリティを認知し、教育の促進が期待でき
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る。 

一方で、金城 4）は教員の［否定的な言動］［一貫性がな

い言動］［コンピテンシーの不足］から学生はインシビリ

ティを認識するとも述べている。この研究によると、［否

定的な言動］には高圧的な言動、見下した言動、一方的な

決めつけが、［コンピテンシーの不足］には具体的な助言

がない、ルールを守らないなどの項目が含まれていた。態

度ラダーを用いた面接においても、教員も自身の態度を自

己評価するとともに、学生に具体的な助言を示すことが重

要である。 

特に教員の態度については、態度ラダーが学生の倫理観

の教育を趣旨としていることからも、教員がロールモデル

となることが期待される。各学年の担任リーダーを中心に

教員相互のフィードバックを活用したい。 

 

5.2. 社会的背景および教育内容の変化をふまえた態度

ラダーの修正 

2020年度、1年生はコロナ禍でオンライン授業から大学

生活がスタートし、その他の学年も、対面授業の縮小とオ

ンライン授業への転換だけでなく、臨地実習が学内実習に

変更されるなど、学習環境の大きな変化があった。態度ラ

ダーを評価する中でも、そのような社会的背景が 1 年生

の生活リズムの乱れにつながったと考えられた。また、3

年生は、臨地実習が少なくなり、緊張感をもって意見交換

をする場が少なかったことが、自己の価値基準をもち意見

交換すること、そこから看護職の責務を明確にするという

課題達成に影響していることがうかがえた。このように、

社会的背景による学習環境の変化が各科目に影響するだ

けでなく、学生の態度育成の面においても少なからず影響

していることがわかった。 

コロナ禍において各大学では教育方法を模索しており、

実践報告も複数出されている。対話型オンライン学修を取

り入れた大学では一定の効果を示しながらも、学生が自己

の思考を深めることに難しさを感じているとの報告 5）が

あり、遠隔授業の報告では、不安やストレスとともに達成

感が得られにくい 6）という学生の思いが示されており、

学生の心理的負担がうかがわれる。また、佐藤 7）は、自己

認識・自己概念は教科の中で形成されるように図られるべ

きと唱えており、教科の中でいかに学生の態度がはぐくま

れたのかを、態度ラダーで総合的に評価し、その結果を教

育内容の評価と合わせて検討する必要がある。 

看護教育において態度教育が欠かせないことは冒頭で

も述べたとおりである。学生の基本的態度は社会的背景に

影響されていること、教科の中ではぐくまれていることを

鑑みて評価し、それに合わせて態度ラダーの内容をタイム

リーに変更していく必要がある。今回作成した態度ラダー

は、年度末に行った自己評価を集計して次年度の細項目を

修正したが、この修正は、今後も続けていく必要があるだ

ろう。 

 

6. 結論 

 

看護大学生の基本的態度の到達目標と自己評価ラダー

を作成した。運用には、教員の面接によるフィードバック

や助言が効果的であること、社会的背景と教育内容を踏ま

えて評価し、内容を修正する必要があることが示唆された。 

 

7. おわりに 

 

看護職は、知識と技術の修得のみならず倫理的な態度が

必要であり、卒業後も医療技術の発展や文化・時代・社会

情勢を見つめながら成長することが求められる。その成長

には、他者からの助言やものごとを柔軟に吸収する力が必

須である。この態度ラダーを活用することで、学生がしな

やかな力を身につけ、大学を卒業した後にも、ますます成

長していってくれることを願ってやまない。 
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